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電力小売全面自由化とは
　地域の電力会社に加えて、国の登録を受けた小売電気
事業者が電力を一般家庭に販売できるようになることで
す。消費者は自由に電力の購入先を選べるようになりま
す。自由化に便乗した詐欺も発生していますので、冷静
な判断を心掛けてください。

■よくある質問
Ｑ．新たな機器や工事が必要になる？
Ａ．原則、新しい機器の購入や電線などの工事の必要は

ありません。しかし、メーターの設置位置の変更な
どで、工事が必要な場合もあります。

Ｑ．賃貸住宅だが自由に電気事業者を選べる？
Ａ．賃貸住宅でも電力の購入先を自由に選べます。ただ

し、集合住宅などで一括契約している場合など、制

限される場合があります。
Ｑ．電気事業者が倒産したら電力は供給されなくなる？
Ａ．電力は新たな契約先が決まるまでは各地域の電力会

社から供給されます。
Ｑ．契約を解除したいが、クーリング・オフはできる？
Ａ．訪問販売・電話勧誘販売で申し込んだ場合、８日以

内であればクーリング・オフができます。

■問い合わせ
総合政策課　総合政策係

（消費生活相談窓口）
☎（232）2112
電力小売自由化専用ナビダイヤル
☎ 0570（028）555

４月から、一般の消費者は電力の購入先を選べます。内容を正しく
理解して悪質な業者からの被害に遭わないようにしましょう。

４月から電力小売全面自由化がスタート

悪質商法・詐欺に注意！

共
に
生
き
る
社
会
を
つ
く
る

障
害
者
差
別
解
消
法
が
４
月
１
日
か
ら
ス
タ
ー
ト

こ
の
法
律
は
、 

障
が
い
の
あ
る
人
へ
の
差
別
を
な
く
す
こ
と
で
、

障
が
い
の
あ
る
人
も
な
い
人
も
共
に
生
き
る
社
会
を
つ
く
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

国
や
町
な
ど
の
行
政
機
関
、
会
社
・
お
店
な
ど
が
障
が
い
の
あ
る
人
に

「
不
当
な
差
別
的
取
り
扱
い
」
と
「
合
理
的
配
慮
を
し
な
い
こ
と
」
が
差
別
に
な
り
ま
す
。

２
月
26
日
に
平
成
27
年
国
勢
調
査
の
速
報
が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。

本
町
の
人
口
は
４
０
，
９
９
６
人
で
、
前
回
調
査
か
ら
３
，
２
６
２
人
増
加
し
、

県
内
市
町
村
で
は
10
番
目
に
な
り
ま
す
。

不
当
な
差
別
的
取
り
扱
い

　
障
が
い
の
あ
る
人
に
対
し
て
、
サ
ー
ビ

ス
の
提
供
を
拒
否
し
た
り
、
制
限
や
条
件

を
付
け
た
り
す
る
な
ど
、
障
が
い
の
な
い

人
と
違
う
取
り
扱
い
を
す
る
こ
と
が
「
不

当
な
差
別
的
取
り
扱
い
」
に
な
り
ま
す
。

例
え
ば
、
障
が
い
が
あ
る
と
い
う
理
由
で

ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
に
入
れ
な
い
、
ア
パ
ー

ト
を
貸
し
て
も
ら
え
な
い
、
車
い
す
だ
か

ら
と
お
店
に
入
れ
な
い
な
ど
で
す
。
た
だ

し
、
他
に
方
法
が
な
い
場
合
な
ど
は
「
不

当
な
差
別
的
取
り
扱
い
」
に
な
ら
な
い
こ

と
も
あ
り
ま
す
。

合
理
的
配
慮
を
し
な
い
こ
と

　
障
が
い
の
あ
る
人
が
困
っ
て
い
る
と
き

に
そ
の
人
の
障
が
い
に
合
っ
た
必
要
な
工

夫
や
や
り
方
を
す
る
こ
と
を
合
理
的
配
慮

と
い
い
ま
す
。
何
ら
か
の
配
慮
を
求
め
ら

れ
た
場
合
は
、
負
担
に
な
り
過
ぎ
な
い
範

囲
で
、
や
り
方
の
配
慮
を
行
う
こ
と
が
求

菊
陽
町
の
人
口
は

ど
れ
く
ら
い
増
加
し
た
の
？

　
日
本
の
人
口
は
約
１
億
２
，
７
１
１
万

人
で
、
前
回
の
平
成
22
年
国
勢
調
査
か
ら

約
94
万
７
千
人
減
少
し
、
大
正
９
年
の
調

査
開
始
以
来
、
初
め
て
減
少
し
ま
し
た
。

県
の
人
口
は
１
７
８
万
６
，
９
６
９
人
で
、

前
回
調
査
か
ら
３
０
，
４
５
７
人
減
少
し
、

全
国
順
位
は
23
番
目
で
す
。

　
町
の
人
口
は
前
回
の
平
成
22
年
国
勢
調

査
か
ら
５
年
間
で
３
，
２
６
２
人
増
加
し

て
い
ま
す
。
人
口
増
加
率
は
８
・
６
４
％

で
、
県
内
市
町
村
で
第
１
位
、
全
国
で
第

16
位
で
し
た
。
人
口
増
加
数
は
県
内
市
町

村
で
第
３
位
と
な
り
ま
し
た
。

出
や
大
型
商
業
施
設
、
店
舗
な
ど
の
立
地

で
、
職
と
住
が
近
接
し
、
利
便
性
が
高
い

こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
熊
本
市
の
中
心
部
に
近
く
、
阿

蘇
く
ま
も
と
空
港
や
駅
が
町
内
に
複
数
あ

る
と
い
っ
た
交
通
ア
ク
セ
ス
も
優
れ
て
い

る
点
に
加
え
、
子
育
て
支
援
に
関
す
る
施

策
が
充
実
し
て
い
る
点
も
要
因
の
一
つ
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

ど
う
し
て
人
口
が
増
え
る
の
？

都
市
基
盤
の
整
備
と
利
便
性
が
カ
ギ

　
本
町
の
人
口
増
加
の
背
景
に
は
、
土
地

区
画
整
理
や
下
水
道
、
生
活
道
路
な
ど
の

都
市
基
盤
の
整
備
を
長
年
続
け
て
き
た
こ

と
が
誘
因
と
な
っ
て
い
ま
す
。
多
く
の
宅

地
が
造
ら
れ
、
戸
建
て
住
宅
、
集
合
住
宅

な
ど
の
建
設
が
続
き
、
世
界
的
企
業
の
進

め
ら
れ
ま
す
。
例
え
ば
、
聴
覚
障
が
い
の

あ
る
人
に
筆
談
や
手
話
で
対
話
す
る
、
視

覚
障
が
い
の
あ
る
人
の
書
類
を
読
み
上
げ

る
、
知
的
障
が
い
の
あ
る
人
に
分
か
り
や

す
く
説
明
す
る
な
ど
で
す
。

　
配
慮
を
行
わ
な
い
こ
と
で
、
障
が
い
の

あ
る
人
の
権
利
利
益
が
侵
害
さ
れ
る
場
合

も
差
別
に
な
り
ま
す
。
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総
合
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合
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１
２

■人口・世帯数の推移
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菊陽町の人口・世帯数の推移
　昭和50年の国勢調査以降、本町の人口、世帯数は増加し続けています。平成
12年～平成22 年の10年間で約１万人増加しています。これは、平成14年以降、
光の森地区の分譲が開始されたことが大きな要因といえます。

田中愛美 相談員

役所と会社・お店などではちょっと違う

役所 会社・お店など

不当な差別的
取り扱い

しては
いけない

しては
いけない

合理的配慮 しなければ
ならない

するように
努力

※合理的配慮のために、例えば、お金がかかりすぎたり
することもあります。その場合、他の工夫ややり方を
考えることになります。

平
成
27
年
国
勢
調
査
速
報

人
口
増
加
率 

県
内
第
１
位

■熊本県市町村別人口などの順位
順位 総人口数（人） 人口増数（人） 人口増加率（％）

1 熊本市 741,115 熊本市 6,641 菊陽町 8.64
2 八代市 127,540 合志市 3,400 大津町 7.19
3 天草市 82,770 菊陽町 3,262 合志市 6.18
4 玉名市 66,802 大津町 2,246 嘉島町 4.39
5 宇城市 59,781 益城町 956 益城町 2.93
6 合志市 58,402 嘉島町 381 熊本市 0.90
7 荒尾市 53,453 西原村 13 西原村 0.19
8 山鹿市 52,278 — — — —
9 菊池市 48,209 — — — —
10 菊陽町 40,996 — — — －

気軽に相談
してくださいね。
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